
空き家
ガイドブック

相続から管理・利活用まで

山　口　県







住宅数（A） 空き家数（B） 空き家率
（B/A）

その他の住宅※
の空き家（C）

その他空き
家率（C/A）

全　国 62,407,400 8,488,600 13.6% 3,487,200 5.6%

山口県 719,900 126,800 17.6%
（全国９位） 71,400 9.9%

（全国 7 位）



空き家のシロアリやネズミが隣家に被害をも
たらした場合、損害額が24万円程度になる
と試算されています。

空き家の外壁等が劣化により落下し、通行
人に当たって死亡した場合、損害額が約
5,600万円になると試算されています。

（出典：公益財団法人日本住宅総合センター「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」より）



誰が相続人になるの？ P7〜10

誰に相続してもらう？
【遺言】
【民事信託】

P11〜12
P12〜14

相続税っていくらかかる？ P19〜22

誰が家を引き継ぐの？
【遺言】
【民事信託】

P11〜12
P12〜14

いつか住む予定の人がいる場合
【適正管理】 P25〜26

今後住む予定の人がいない場合
【適正管理】（賃貸、売却する予定でも、それ
までは適正に管理しましょう）
【売却、賃貸】
【空き家バンク】
【利活用】

P25〜26

P28〜30
P30
P31〜32



相続人は誰ですか？ P7〜10

遺産分割協議は済んでいますか？ P7

相続手続きを行いましょう
相続登記が済んでいないと売却ができませ
ん。早めに手続きしましょう。

P7〜10

相続税の仕組み知っていますか？ P19〜22

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例につい
て

P23〜24

家財、荷物の整理していますか？ P27

いつか住むかも・・・
　⇒適正に管理しましょう
　【適正管理】

P25〜26

老朽化していて誰も住む予定がなく、管理も難
しい・・・
　⇒壊すことも選択肢に
　【解体】

P32〜34

売りたい、貸したい
　⇒有効活用できる方法を考えましょう
　【売却、賃貸】
　【空き家バンク】

P28〜30
P30

親が住んでいた家に住むことになった
⇒専門家に空き家の状態を確認してもらいま

しょう
　【利活用】

P31〜32





相　続　人 法定相続分

子 が い る 場 合 配 偶 者 ２分の１
子 ２分の１（人数分に分ける）

子 が い な い 場 合 配 偶 者 ３分の２
父 母 ３分の１（人数分に分ける）

子も父母もいない場合 配 偶 者 ４分の３
兄 弟 姉 妹 ４分の１（人数分に分ける）

A　 ○
Ｂ　 Ｃ

Ｄ　　　Ｅ



Q 相続登記はいつまでにしなければいけませんか？

A

令和６年４月１日より相続登記が義務化されます（詳しくは、1５ページ
「◆相続登記の申請の義務化（令和６年４月１日施行）」をご覧くださ
い。）。不動産を相続した人は、相続により所有権を取得したことを知った日
から３年以内に相続登記の申請をしなければいけなくなります。
時が経過するほど、相続人の数も増え、手続きが複雑になることもあります
ので、早めの手続きをお薦めします。

Q 相続登記をするにあたりどのような税金がかかりますか？

A

相続登記を申請する際、登録免許税という税金を納めなければなりません。
不動産の固定資産税評価額に0.4%を乗じた金額です。
例えば、不動産の固定資産税評価額が１０００万円であると４万円の登録免
許税を納めることになります。（※令和７年３月31日までは、固定資産税
評価額が100万円以下の土地については登録免許税は課されないこととされ
ています。）なお、相続税は一定額以上相続財産がある場合に納める税金で
す。相続登記をしたからといって必ず相続税がかかるわけではありません。

Q 相続人の一人が行方不明です。

A

相続財産をどのように分けるかは相続人全員で遺産分割協議をしなければな
りませんが、相続人のうちの一人が行方不明であるというケースもありま
す。このような場合、
①行方不明者について不在者の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい相
続手続をすすめる方法があります。
また、②家庭裁判所にて失踪宣告の手続をとることにより、行方不明者の死
亡を擬制する手続もあります。

Q 相続人の一人が認知症です。

A

認知症等により判断能力が衰えてしまうことがあります。
相続人の一人が認知症で判断ができない場合、遺産分割協議を行うことがで
きません。
そのような場合、認知症である相続人のために家庭裁判所に成年後見人等を
選任してもらい相続手続を進める必要があります（成年後見制度の利用）。

※成年後見制度とは・・・
　成年後見制度とは、認知症や障害があるため判断能力が不十分な方の生活
を、家庭裁判所から選任された成年後見人、保佐人、補助人が支援する制度
です。



左の図の場合、妻、長男、長女が相続人
となります。
子は第１順位の相続人です。子が先に亡
くなっている場合、孫が相続人となりま
す（代襲相続人）。配偶者は常に相続人
となります。

左の図の場合、妻と夫の両親が相続人と
なります。
第１順位の相続人（子や孫）がいないと
きは、第２順位である被相続人の直系尊
属（血縁のある親等）が相続人となりま
す。

左の図の場合、妻と夫の弟、おい、めい
が相続人となります。
第１順位、第２順位の相続人がないとき
は、第３順位である被相続人の兄弟姉妹
（兄弟姉妹が亡くなっている場合はお
い、めい）が相続人となります。

※ 相続関係は家庭ごとに異なり、誰が相続人であるかを確定するには、個別の判断が必要
となるのでご注意ください。







Q 信託契約書は公正証書にしないといけませんか？

A

信託契約自体は、公正証書にしなくても、委託者及び受託者の調印書面があ
れば有効となります。信託契約に基づいて、不動産の登記手続を行う際も、
必ずしも公正証書で作成しておく必要はありません。しかしながら、不動産
等の高額な財産管理に関する非常に重要な契約であり、将来的なトラブル予
防のためにも、公正証書で契約を締結されることをおすすめいたします。

Q 財産の所有者が既に認知症です。民事信託をすることはできますか？

A

認知症になり判断能力が衰え本人の意思確認ができなければ、遺言はもちろ
ん信託契約を結ぶこともできません。自分の財産の承継をどのようにすべき
かを健康なうちから検討しておき、遺言・民事信託といった空き家化の予防
策を早めに実行していくことが求められています。







相続登記の申請の義務化

＜施行日前に相続が発生していたケース＞

相続発生
相続による

所有権の取得
を知った日

相続登記申請義務の履行期間
(施行日から3年間)

施行日
(R6.4.1)

R6.4.1
施行





①  宅地
面積にかかわらず、20万円

ただし、一部の市街地（注１）の宅地については、面積に応じ算定 （注２）

②  田、畑
面積にかかわらず20万円

ただし、一部の市街地（注１）、農用地区域等の
田、畑については、面積に応じ算定（注２）

③  森林 面積に応じ算定（注２）

④  その他
※雑種地、原野等

面積にかかわらず、20万円

（例）
100㎡
200㎡

⋮

（例）
500㎡

  1,000㎡
     ⋮

（例）
1,500㎡
  3,000㎡

     ⋮

約55万円
約80万円

　 ⋮

約72万円
約110万円
　  ⋮

約27万円
約30万円
　  ⋮

負担金算定の具体例

注１：都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。　注２：面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて１㎡当たりの負担金額は低くなる。



面積区分
固定資産税の
課税標準額

都市計画税の
課税標準額

小規模住宅用地（住宅１戸につき
200㎡まで）

評価額×1/6 評価額×1/3

その他の住宅用地（住宅１戸につ
き200㎡を超えた部分）

評価額×1/3 評価額×2/3



相続時精算課税の適
用を受ける贈与財産

遺産総額

遺　産　額 非課税財産 葬式費用 債　務

遺　産　額 + 相続開始前3年以内
の贈与財産

正味の遺産額

基礎控除額 課税遺産総額

3,000万円＋600万円×法定相続人の数

区　分 具体的内容

相
続
税
が
か
か
る
財
産

被 相 続 人 が 亡
く な っ た 時 点
に お い て 所 有
していた財産

・土地　・建物
・株式や公社債などの有価証券
・預貯金
・現金などのほか金銭に見積もることができる全ての財産
※日本国外に所在する財産や、被相続人の財産で家族名義に

なっているものや無記名のものなども課税対象となります。

み な し 相 続 財
産

被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」

相 続 財 産 に 加
算されるもの

・被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
・被相続人から相続開始前３年以内に取得した暦年課税適用財

産



相
続
税
が
か
か
ら
な
い
財
産

墓 地 等 死 亡 保
険 金 等 の 一 部
死 亡 退 職 金 等
の一部

・墓地、墓碑、仏壇、祭具など
・相続人が受け取った保険金のうち以下の式の金額までの部分
（非課税限度額）

（その相続人の受け取った保険金の合計額）
500万円×法定相続人の数×―――――――――――――――

（相続人全員の受け取った保険金の合計額）

・相続人が支給を受けた退職手当金等のうち以下の式の金額ま
での部分（非課税限度額）

（その相続人が支給を受けた退職手当金等の合計額）
500万円×法定相続人の数×―――――――――――――――

（相続人全員が支給を受けた退職手当金等の合計額）

控
除
す
る
も
の

債 務 ・ 葬 式 費
用

・控除できる債務
借入金や未払い金などのほか、被相続人が納めなければなら
なかった国税、地方税などでまだ納めていなかったものも含
まれます。

・控除できる葬式費用
寺社・葬儀社・タクシー会社などへの支払い、お通夜に要し
た費用など

※墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した
費用などは葬式費用には含みません。



Q 配偶者は相続税が軽減されると聞いたのですが・・・

A

配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した財産の価額が1億6千万円以下
である場合、又は課税価格の合計額に配偶者相続分を掛けた金額以下である
場合には、相続税の計算上配偶者には相続税がかからない仕組みになってい
ます。なお、配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額が
「０」となる人であっても、相続税の申告書の提出が必要ですのでご注意く
ださい。

Q
相続税の計算をする場合、居住用又は事業用の宅地について特例があると聞
きました。どのような特例ですか？

A

相続税の計算をする場合、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地に
ついてその資産の価額を減額する小規模宅地等の特例が設けられています。
例えば、被相続人の居住用の宅地を被相続人の配偶者が取得した場合、そ
の宅地の価額は、その宅地のうち330㎡までの部分についてその評価額の
80%が減額されます。

Q
相続で取得し、相続税を納めた土地・建物を売ることになりました。何か手
続きは必要ですか？

A

相続により取得した土地、建物等を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額
のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
条件
　・相続や遺贈により財産を取得した者であること
　・その財産を取得した人に相続税が課税されていること

・その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以
後３年を経過する日までに譲渡していること









内

部

外

部

点

検

通風・換気

通水

清掃

郵便物整理

敷地内清掃

草取り
庭木の剪定

雨漏りの有無

建物の傷み

全ての窓・収納扉 (押入れ・クローゼット ) の開放
換気扇の運転
各蛇口の通水

(60分程度 )

(3 分程度 )

室内の簡単な清掃

ポスト、玄関への郵便物・配布物の整理

敷地内の落ち葉やごみの掃除

草取り、越境している枝やツルの剪定
庭木の剪定、消毒

全ての部屋に雨漏りがないかチェック

建物に傷んでいるところはないかチェック

設備の傷み 水漏れなどがないかチェック

建物を傷めない
ためには、できる
だけ頻繁に行いま
しょう

ご近所迷惑に
ならないように
念入りに行いま
しょう

大雨や台風、地震
のあとは必ず点検
を行いましょう

作業内容

○鍵をかけ忘れないようにしましょう

作業項目

各排水口に水を流す (防臭、防虫のため )





売却相談 宅地建物取引業者（以下宅建業者）に価格その他について相談
↓

物件調査
宅建業者が売却予定物件を調査します
※仲介する宅建業者を媒介（仲介）業者といいます

↓
価格査定 媒介（仲介）業者から査定した価格が提示されます

↓
媒介契約の締結 媒介契約を締結して売却の依頼をします

↓
広告（販売活動） 媒介業者は買主を探すための販売活動を行います

↓
契約交渉 購入希望者と契約条件について交渉します

↓
売買契約の締結 契約条件について買主と合意ができたら契約します

↓
決済・引渡し 売買代金の受領と同時に買主に物件を引き渡します



普通賃貸借契約 定期賃貸借契約

契約方法

書面でも口頭でも可
（ただし、宅建業者の媒介等により契
約を締結したときは契約書が作成さ
れ、交付されます。）

①書面（公正証書等）による契約に
限る。

②「更新がなく、期間の満了により
終了する」ことを契約書とは別
に、あらかじめ書面を交付して説
明しなければならない。

更新の有無 原則として、更新される。
期間満了により終了し、更新はない
（ただし、再契約は可能）。

契約期間の
上限

2000年3月1日より前の契約・・・
20年
2000年3月1日以降の契約・・・
無制限

無制限

1年未満の
契約

期間の定めのない契約とみなされる。 有効 

賃料の増減

事情が変更すれば、貸主と賃料の額の
増減や減額を請求できる。ただし、一
定の期間賃料を増額しない旨の特約が
ある場合には、その定めに従う。

特約の定めに従う。ただし、特約の
定めがない場合には、事情が変更す
れば貸主と借主は賃料の額の増額や
減額を請求できる。

借主からの
中途解約

中途解約に関する特約があれば、その
定めに従う。

①床面積が200㎡未満の住居用建
物で、やむを得ない事情により、
生活の本拠として使用することが
困難となった借主は、特約がなく
ても中途解約をすることができ
る。

②①以外の場合は中途解約に関する
特約があればその定めに従う。









項　　　目 内　　　　　　　容

仮 設 工 事
・解体物養生（防災シート、防音シート）
・交通整理要員
・重機運搬費

解 体 工 事
・建物の解体・積み込み
・運搬、リサイクル費用

附 属 物 撤 去 処 分
・テラス、下屋、ベランダ、駐輪場等撤去処分
・アスベスト除去

附属構造物解体工事

・土間コンクリート、アスファルト、ブロック塀、フェン
ス、門扉、樹木、庭石、カーポート撤去処分

・浄化槽等撤去処分
※室内・外ゴミ処分（家主が処分しておく必要がある）

整 地 工 事
・地下構造物等あった場合、埋立等が必要
・すぐに売却する予定がない場合などは、立入ができないよ

うに柵等設置

行政・官庁への届出
・建設リサイクル法（80㎡以上の解体工事）
・道路使用許可等
・建築基準法第15条の除却届
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